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	タイトル: 三宅町高齢者及び身体障害者等緊急時支援体制整備事業のご案内
	ご利用の注意点: ・固定型緊急通報装置月額150円、携帯型緊急通報装置200円のご利用料金が発生
　いたします(年間1括払い)。
・救急車出動時や状態確認時に、やむを得ずドアや窓を壊さなければならない場合があります。
　その際、修理に要する費用は、利用者様か、利用者様の親族様の負担となります。
	問い合わせ先: 三宅町 住民福祉課　０７４５-４４-３０７３
	ご利用対象者: 65歳以上の高齢者または身体障害者手帳（1～2級）をお持ちの方で
三宅町に住所を有し、次のいずれかに該当する方
・ひとり暮らしの方
・同居の方が長時間外出(就労等)するため、自宅でひとりになる方
・同居している誰もが、緊急時に通報する能力が低い方
	ご利用条件: 概ね2名の協力員登録ができる方
固定電話回線が用意できる方
（一部ご利用いただけない回線がございます）


